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　講師に昭和大学医学部客員教授で弁護士の平沼直人先生をお迎えし、「医療機関
が抱えるトラブルの対応について」と題して日常的な診療における応招義務や検査
同意書の取得方法などに加え、改正民法に関連する事項などについて、実際の裁判
判例などを示しながらわかりやすく解説しました。


